
＜参考＞

役職段階 学歴

※　現在、市職員については、給料の減額措置が実施されていますが、公民給与の比較を行うにあたって
　 は、減額措置が行われなかった場合の額を使用しています。

民間給与
総額（ａ）

市職員給与
総額（ｂ）

 平成23年の公民給与較差 △0.12％（△497円）

　　  算定方法

中学卒 16・17歳

20・21歳

民間給与
   ×市職員数

民間給与
   ×市職員数

民間給与
   ×市職員数

民間給与
   ×市職員数

18・19歳

職員給与と民間給与の比較方法（ラスパイレス方式）

市職員給与
×市職員数

市職員給与
×市職員数

市職員給与
×市職員数

市職員給与
×市職員数

7級（部長)
8級（局長以外）

6級
（課長・主幹）

7級
（参事・技監）

高校卒

22・23歳
1級（事務員・技術員）

2級（主事・技師）

3級
（主任主事・主任技師）

4級
（主査・係長）

5級
（課長補佐）

各役職段階ごとに、「1級、2
級」と同様、学歴別、年齢
階層別に民間給与及び職
員給与を算定

 民間給与総額
 ÷市職員総数
 ＝412,051円（Ａ）

市職員給与総額
÷市職員総数
＝412,548円（Ｂ）

行政職
（事務・技術
関係職種）

年齢階層

8級
（局長）

大学卒

短大卒

職員給与と民間給与の比較においては、個々の本市職員に民間の給与額を支給したとすれ

ば、これに要する支給総額（ａ）が、現行の支給総額（ｂ）に比べてどの程度の差があるかを算出

しています。

具体的には、以下のとおり、責任の度合（役職段階）、学歴、年齢階層を同じくする者をグルー

プ化してそれぞれ平均給与額を算出し、その結果を本市職員の人員構成で加重平均することに

よって全体としての公民の給与較差を算出しています。

(Ａ) - (Ｂ)

(Ｂ)
×100 （（Ａ）-（Ｂ））

24・25歳

26・27歳
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